
保
険
料
納
付
が
困
難
な
と
き
は

問
市
民
課　

☎
(50)
1
2
2
8

電
子
証
明
書
を
取
得
し
よ
う

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
通
信

で
は
、
他
人
に
名
前
を
使
わ
れ

て
申
請
（
な
り
す
ま
し
）
さ
れ

た
り
、
内
容
が
改
ざ
ん
さ
れ
た

り
す
る
危
険
が
あ
り
ま
す
。
住

基
カ
ー
ド
に
は
、
こ
れ
ら
を
解

決
す
る
た
め
の
電
子
証
明
書
を

組
み
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
を
使
用
す
る
場

合
に
は
、
市
民
課
で
住
基
カ
ー

ド
を
入
手
し
て
か
ら
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。
支
所
で
は
取
り
扱

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
別
に

電
子
証
明
書
を
読
み
取
る
た
め

の
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ

も
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

電
子
証
明
書
の
有
効
期
間
は

3
年
で
す
。
平
成
24
年
3
月
ま

で
に
電
子
証
明
書
を
取
得
し
た

人
で
、
引
き
続
き
電
子
証
明
書

を
使
用
す
る
に
は
、
平
成
27
年

3
月
末
ま
で
に
更
新
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。
更
新
は
有

効
期
間
満
了
の
3
カ
月
前
か
ら

で
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
利
用
案
内

　

電
子
証
明
書
を
取
得
し
て
、

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
、

自
宅
や
オ
フ
ィ
ス
、
税
理
士
事

務
所
な
ど
か
ら
所
得
税
・
消
費

税
・
贈
与
税
・
法
人
税
な
ど
の

申
告
、
法
定
調
書
の
提
出
、
お

よ
び
納
税
証
明
書
の
交
付
請
求

の
ほ
か
、
各
種
申
請
・
届
出
が

で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る

所
得
税
の
確
定
申
告
で
は
、
医

療
費
の
領
収
書
な
ど
は
、
そ
の

記
載
内
容
を
入
力
し
て
送
信
す

る
こ
と
に
よ
り
、
提
出
な
ど
を

省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

手
数
料

◇
電
子
証
明
書　

5
0
0
円

◇
住
基
カ
ー
ド　

5
0
0
円

電
子
証
明
書
で

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
し
よ
う

問
電
子
証
明
書
・
住
基
カ
ー
ド 

市
民
課　

☎
(50)
1
2
1
0

　
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ 

佐
原
税
務
署　

☎
(54)
1
3
3
1

住
基
カ
ー
ド
と
は

　

市
や
金
融
機
関
の
窓
口

な
ど
で
、
写
真
付
き
の
本

人
確
認
書
類
の
提
示
を
求

め
ら
れ
た
と
き
な
ど
に
、

写
真
付
き
住
基
カ
ー
ド

は
、
本
人
確
認
書
類
と
し

て
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

取
得
す
る
に
は
、
写
真

付
き
証
明
書
を
持
っ
て
い

な
い
人
は
、
申
請
を
受
け

付
け
た
後
で
郵
送
に
よ
る

本
人
照
会
を
行
い
ま
す
。

照
会
書
が
届
い
た
ら
照
会

書
と
、
そ
の
他
に
健
康
保

険
証
、
年
金
手
帳
な
ど
を

2
点
以
上
、
再
度
窓
口
ま

で
持
参
く
だ
さ
い
。

　前年中に給与・賃金
など（専従者給与や
パート、アルバイト代
も含む）を支払った法
人や事業主は、受給者
が居住している市区町
村に給与支払報告書を
提出する義務があります。
　給与支払報告書は、給与所得者にとって市県
民税の申告に代わる重要な資料となりますの
で、必ず期限までに提出をしてください。
■提出義務者
　給与・賃金などを支払った人（個人・法人）
■提出先
　平成27年1月1日現在（退職した人は退職
時）、受給者が居住している市区町村
■提出期限
　平成27年2月2日㈪
※早めの提出に協力をお願いします

れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

早
め
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
住
民
税
の
所
得
審
査
を
行

う
た
め
、
所
得
の
申
告
な
ど
を
し

て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

失
業
な
ど
を
理
由
と
す
る
と
き

は
、
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
、

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

（
コ
ピ
ー
可
）
が
必
要
で
す
。

保
険
料
免
除
制
度
と
は

■
免
除
制
度

　

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前

年
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合

に
保
険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
、

ま
た
は
一
部
免
除
（
一
部
納
付
）

さ
れ
ま
す
。

◇
全
額
免
除
制
度

　
保
険
料
の
全
額
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

◇
一
部
免
除
（
一
部
納
付
）
制
度

　

保
険
料
の
一
部
を
納
付
す
る
こ

と
に
よ
り
、
残
り
の
保
険
料
は
免

除
さ
れ
ま
す
。
保
険
料
の
一
部
を

納
付
し
な
い
と
、
未
納
期
間
に
な

り
ま
す
。

納
付
猶
予
制
度
と
は

■
若
年
者
納
付
猶
予
制
度

　

30
歳
未
満
の
人
で
、
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定
額
以

下
の
場
合
に
保
険
料
の
全
額
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

■
学
生
納
付
特
例
制
度

　

20
歳
以
上
の
学
生
で
前
年
の
所

得
が
1
1
8
万
円
以
下（
め
や
す
）

の
場
合
に
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。
在
籍
期
間
の
確
認
で

き
る
学
生
証
（
コ
ピ
ー
の
場
合
は

両
面
）
ま
た
は
在
学
証
明
書
が
必

要
で
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
経
済
的
に
困
難
な
場
合
に
は
、

申
請
し
て
日
本
年
金
機
構
で
所
得

の
審
査
を
受
け
、
承
認
さ
れ
る
こ

と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付
が
免

除
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ

り
ま
す
。
申
請
日
か
ら
、
原
則
2

年
1
カ
月
前
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
請
で
き
ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る

と
障
害
基
礎
年
金
な
ど
が
受
け
ら

■国民年金　免除・納付猶予・学生納付特例と未納の違い

※平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分までの未納保険料を納めることができます（後納制度）

老齢基礎年金を
受けるための
資格期間には

受け取る老齢基礎年金は
障害基礎年金や遺族年
金を受けるときは

後から保険料を
納めることは
（追納制度）

平成21年3月以前の
免除期間

平成21年4月以降の
免除期間

全額免除 受給資格期間に
入ります

年金額に3分の1が
反映されます

年金額に2分の1が
反映されます

保険料を納めたときと
同じ扱いになります

10年以内なら
納めることができます

（3年度目以降は当時
の保険料に法律で定
められた加算額がつき
ます）

4分の1納付
（4分の3免除）

保険料の4分の1
を納めると受給資
格期間に入ります

年金額に2分の1が
反映されます

年金額に8分の5が
反映されます

保険料の4分の1を納
めると受給資格期間に
入ります

半額納付
（半額免除）

保険料の半額を
納めると受給資
格期間に入ります

年金額に3分の2が
反映されます

年金額に4分の3が
反映されます

保険料の半額を納める
と受給資格期間に入り
ます

4分の3納付
（4分の1免除）

保険料の4分の3
を納めると受給資
格期間に入ります

年金額に6分の5が
反映されます

年金額に8分の7が
反映されます

保険料の4分の3を納
めると受給資格期間に
入ります

若年者納付猶予 受給資格期間に
入ります

年金額に反映されません

保険料を納めたときと
同じ扱いになります学生納付特例

未　　納 受給資格期間に
入りません

年金を受けられない場
合もあります

2年を過ぎると納める
ことができません（※）

免
除
さ
れ
た
期
間
は
ど
う

な
る
の

■
追
納
制
度

　

保
険
料
の
免
除
、
若
年
者
納
付

猶
予
、
学
生
納
付
特
例
の
承
認
を

受
け
て
い
る
期
間
は
、
保
険
料
を

全
額
納
付
し
た
と
き
に
比
べ
て
、

将
来
受
け
る
老
齢
基
礎
年
金
の
受

給
額
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

問税務課　☎(50)1242

給与支払報告書の
提出が必要です

事業主の皆さんへ 国
民
年
金

　

こ
れ
ら
の
期
間
は
、
10
年
以
内

で
あ
れ
ば
あ
と
か
ら
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、
承
認
を
受
け
た
期
間

の
翌
年
度
か
ら
起
算
し
て
、
3
年

度
目
以
降
に
保
険
料
を
追
納
す
る

場
合
は
、
当
時
の
保
険
料
額
に
経

過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
上
乗

せ
さ
れ
ま
す
の
で
、
早
め
の
追
納

を
お
す
す
め
し
ま
す
。

平成26年11月1日行政情報 6広報かとり


